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１【提出理由】

公社債投信４月号（以下「ファンド」といいます。）につき、ファンドの主要な関係法人の異動が決定さ

れたため、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の

開示に関する内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第２号の規定に従い本臨時報告書を提出す

るものであります。

２【報告内容】

ファンドの発行者である「新光投信株式会社」は、平成28年7月13日の取締役会において、「みずほ投信投

資顧問株式会社」および「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」、「みずほ信託銀行株式会社」の資産

運用部門との統合を行うこと（以下「本統合」といいます。）を決議し、同日付けで統合契約書を締結しま

したので、以下の報告をいたします。

なお、本統合につきましては次の手順で行います。

平成28年10月1日（予定）を効力発生日として、まず「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収合併存続会

社、「新光投信株式会社」を吸収合併消滅会社とする合併を行った上で、「みずほ信託銀行株式会社」を吸

収分割会社、吸収合併後の「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収分割承継会社とし、同社がみずほ信託銀

行株式会社の資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割を行い、その後、「ＤＩＡＭアセットマネジ

メント株式会社」を吸収合併存続会社、「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収合併消滅会社とする吸収合

併を行います。

 

（イ）当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

①主要な関係法人の名称

主要な関係法人となる法人の名称：ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（平成28年10月1日より、

アセットマネジメントOne株式会社（予定））

主要な関係法人でなくなる法人の名称：新光投信株式会社

※「新光投信株式会社」は吸収合併消滅会社として「みずほ投信投資顧問株式会社」に吸収合併され、

その上で「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」が吸収合併存続会社として「みずほ投信投資顧

問株式会社」を吸収合併いたします。

②資本金の額

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社　20億円（平成28年３月31日現在）

みずほ投信投資顧問株式会社        　 20億4,560万円（平成28年３月31日現在）

新光投信株式会社　　　　　　　　　 　45億2,430万円（平成28年３月31日現在）

③関係業務の概要

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社：

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融

商品取引業を営んでいます。

新光投信株式会社：

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

 

（ロ）当該異動の理由及びその年月日
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①異動の理由

本統合により、「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」が吸収合併存続会社、「新光投信株式会

社」が吸収合併消滅会社となるため。

※「新光投信株式会社」は吸収合併消滅会社として「みずほ投信投資顧問株式会社」に吸収合併され、

その上で「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」が吸収合併存続会社として「みずほ投信投資顧

問株式会社」を吸収合併いたします。

 

②異動の年月日

平成28年10月１日（予定）
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